
規職員と同じ４日間にすることを検討し

ている。新制度による変わり目の時なの

で、その運用等について検証したい。 

Ｑ２.こんな場合も障害者控除が 

 2月、3月は税の確定申告の時期。市

では、広報あづみのや市ホームページ等

通じて、申告のお知らせ、お願いをして

いるところですが、市民の立場から見る

と、市からの情報提供は、まだまだ不十

分ではないかというところがあります。  

 ちょうど3月定例議会と重なっている

ので、こんな場合も障害者控除が受けら

れますよ！ということで、一般質問で取

り上げました。 

【小林質問】 65歳以上で介護認定を

受けていて障害者等に準ずる場合、障害

者控除対象者認定書が交付され、障害者

控除の対象となるが、あまり知られてい
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 都道府県と市区町村合わせて非正規公

務員は2005年時点では、全国に45万

人余りでしたが、それが、2016年には

65万人に（総務省のデータ）。10年余

りの間に４割も増加しました。 

 市民の暮らしを守る自治体が、官製

ワーキングプアをつくり出しているとい

う批判の声の高まりとともに、任用の適

正化、処遇の改善等を目的として、令和

２年度から会計年度任用職員制度が導入

されました。安曇野市では、会計年度任

用職員（非正規雇用の職員）717人に対

し、正規雇用の職員は730人。まだまだ

制度自体が十分ではなく、処遇の改善等

が進んだとは言い難い状況です。 

Q１【小林質問】 市民の暮らしを守る

べき自治体が、官製ワーキングプアをつ

くり出しているとの批判を受け、非正規

職員の処遇改善等を目的に令和２年度か

ら会計年度任用職員制度が導入された。

現在、市の正規職員７３０人に対し、会

計年度任用職員(非正規)は７１７人。フ

ルタイム任用とパートタイム任用がある

が、本市では１００％がパートタイム任

用。現状認識と課題は。 

【太田市長】 正規職員と会計年度任用

職員が一体となり、市の様々な事業を運

営している中で、一定の処遇改善ができ

ている。 

【小林質問】 この制度自体がまだ十分

でない中で、市としてできる処遇改善策

は。 

【総務部長】 国では会計年度任用職員

にも勤勉手当を支給できないか、令和６

年度実施に向けて検討中である。本市で

は令和５年度から、夏期休暇について正

この春は４年に一度の統一地方選 
安曇野市からは初の女性県議が誕生～市町村でも女性議員が躍進 

◆安曇野市議会３月定例会 小林じゅん子の一般質問◆ 
Ｑ１.会計年度任用職員制度でさらなる処遇改善を 
Ｑ２.こんな場合も障害者控除が 
   ※65歳以上で、介護認定を受けていて、障害者または特別障害者に準ずる 

    と認められますと、障害者控除の対象となります。ご存知ですか！ 

▲地方の非正規公務員はこんなに増えている

（ＡＥＲＡ ２０１８年２月２６日号より） 

ない。周知の工夫は。 

【福祉部長】 税の申告準備の時期を捉

えて分かりやすい周知を図っていく。 

【小林質問】 障害者控除の対象になる

と知らず、申告していない場合はどうし

たらよいか。 

【総務部長】 過去５年まで遡って申告

書に係る更正ができるので、高齢者介護

課で相談を。 

 PTA は 

いまや刷新の時 
 PTAをもっとラクにすることはできな

いの？！ ヨソのPTAではどうやってる

の？ PTAで困ってます！等々、ご意見

お聞かせください。 

日 時：5月27日（土） 

   ：午後2時～4時まで 

場 所：地平線倶楽部 & 

オンライン（Zoom）にて 
Zoomお申し込みは下記メールへ 

junko@childnet.ne.jp  



「種まき通信」の郵送を希望される方は電話・メール等でお申し込み下さい。 

◆「種まき通信」は年４回発行しています。そのうちの１回は新聞折込にてお届けし 

 ています。毎号の郵送をご希望の方はお申し出ください。  

◆小林じゅん子と共産党安曇野市議団の 
 ３議員で、上記の意見書を議員提案◆ 

《意見書の概要》 

 政府は、12月16日の閣議で、国家安

全保障戦略等の「安保３文書」の改定を

閣議決定した。この「安保３文書」に

は、「敵基地攻撃能力」を「反撃能力」

との名称で保有すること及び、防衛費を

今後5年間で43兆円に増額する方針が明

記された。 

 敵基地攻撃能力とは、相手の領域内で

攻撃できる能力であり、「反撃能力」と

言い換えたところで国際法違反の先制攻

撃となりかねず、専守防衛に反するもの

である。防衛費の増額については、５年

間で総額約43兆円、2027年度には防

衛費をGDP比２％、11兆円まで倍増す

るとしており、これは現在世界第９位の

防衛費が、一気に米国、中国に次ぐ第３

位になるほどの増額である。 

 しかし、このような閣議決定は、日本

の安全保障政策を根本から大転換するも

のであり、単に時の政権の独断によるも

のであってはならないことである。今日

まで、国の防衛予算は専守防衛を限度と

する自衛権の発動の範囲とする、として

きた国及び国民の意志から大きく逸脱す

るもので、憲法の平和主義の原理にも反

するものである。 

 国際情勢にこれまでにない急激な変動

が生じているとしても、この変化に対応

するための国の意志決定は、主権者であ

る国民に十分説明し、その理解を得るこ

とが大前提である。 

 よって、直ちに、「反撃能力」の保持

と防衛予算の倍増を閣議決定した政府方

針を撤回することを強く求める。 

……………………………………………… 

 反対の意見としては、「危険な独裁国

家３国と日本は隣接している、防衛力の

強化は当然」「世論調査を根拠として、

政府方針の撤回を求めるような意見書に

は賛成できない」「反撃能力の保持とい

うことの趣旨は、抑止力として有効だか

ら。そこに意味がある」等々４議員（増

井議員、大竹議員、松枝議員、宮下議

員）が討論。 

 対する賛成討論も４議員（矢澤議員、

猪狩議員、臼井議員、小林じゅん子）が

行い、採決の結果は賛成８に対し反対１

２で、残念ながら否決となり意見書提出

には至りませんでした。 

制度以前の課題で、真っ先に取り組まね

ばならないことです。 

 そもそもが介護報酬の設定が仕事に見

合わない安さです。介護労働の値段はな

ぜ安いのか。その昔、介護は「女のただ

働きだったから」です。いまだそれが制

度の根幹にあるのですから、そこを変え

ていくことこそ公の仕事です。 

 また、介護保険制度で現役世代にかか

る負担が重くなるのは避けるべきとの意

見もありましたが、介護保険は高齢者だ

けのものではなく、目前に迫ってきた親

の介護の負担が軽減されることなので、

若い世代の安心にもつながるものです。 

》 安曇野市議会におけるパワーハラ

スメントの検証及び検証結果の公

表について（陳情）＊市議会・不採択／

小林じゅん子・採択に賛成 

 安曇野市議会には（議員個々にも）、

陳情が指摘しているようなパワーハラス

メントがあったことは認めざるをえませ

ん。安曇野市行政ではハラスメント等防

止に関わる要項を整備し防止に取り組ん

でいますが、市議会ではまだ積極的では

ありません。一昨年の議会報告会で「安

曇野市議会にハラスメントやいじめはあ

るか」という質問を受けて、「ハラスメ

ント対策に取り組み、防止に努めます」

と回答したものの、ほとんど進んでいな

い状況です。本陳情を契機に、パワーハ

ラスメントはじめ様々な

ハラスメントの撲滅に、

真摯に取り組んでいかな

ければなりません。 

議長裁決の議案が２本～活発な議論の３月議会 

 採決で賛成・反対が同数になった場合、議長裁決により賛否が決定します。今議会では議

長裁決となった議案が２本ありました。ほかにも賛否が拮抗する議案がいくつかあり、委員

会はもちろん、３月議会最終日の本会議でも多くの討論が繰り広げられました。 

 議会は「言論の府」といわれます。賛成であれ反対であれ、議員は自己の信念に基づいて

発言し、評決します。我が意のあるところを市民に向かって表明する義務があります。議会

では「一人ではなにもできない」と、会派に重きを置きたがりますが、議会での議論はいつ

も１対１であり、発言はそもそも一人でするもの。会派や支持者の意向を気にして、曖昧な

発言をしたり、発言自体を控えるようでは、市民のためにはたらくことはできません。 

》 安曇野市太陽光発電設備の設置等

に関する条例＊全会一致で可決！ 

 ソーラー発電施設が無秩序に建設が目

立ち始めた10年前、一般質問で取り上

げたときの市の答弁は「国が自然エネル

ギーの普及を促進する中で、市が規制を

する方向に踏み切るには慎重にならざる

を得ない」。それが、ここまで来てやっ

と、事実上「野立ての太陽光発電施設は

建てられない」とする条例ができまし

た。（脱炭素社会に向けて屋根置きの

ソーラー発電等は推進） 

》 安曇野市工場立地法に基づく準則

を定める条例＊市議会・可決／小

林じゅん子・反対 

 自然環境と調和した快適な住環境を維

持し、地球温暖化防止にもつながるよう

な工場立地を目指すことこそ、工業の発

展や雇用機会の維持・創出につながる。

この安曇野市のブランドイメージを、企

業が選んで求めてこの地に進出してきて

くれるようにすることが重要。規制緩和

のやり方をもっと考える余地がある。 

》 介護保険制度の改善を求める（請

願）全額公費負担による介護従事

者の給与の引き上げや処遇改善を求める

意見書を、市議会として国に提出してほ

しいという趣旨の請願。＊市議会・不採

択／小林じゅん子・採択に賛成 

 介護従事者の給与の引き上げについて

は、「給与だけを取り出して、引き上げ

分を公費で賄うことは介護保険制度の否

定になる」という考え方がありますが、

介護従事者の給与の引き上げは介護保険

※安曇野市を含む６市町村で構成する穂高広域施設組合が運営するゴミ焼却施設（穂高クリーンセンター）の余熱を利用した施設。 

◆ 裁判傍聴ツアー 長野地方裁判所に行ってみよう ◆  

 

 あづみ野ランドのプールを救って！住民訴訟は、6月16日（金）午後２時半から

長野地裁において、第１回口頭弁論が開かれます。傍聴人として一緒に行ってく

ださる方を募集します。（お一人2,000円程度の費用がかかります。） 

 お申し込みは、事務局電話0263－84－4112か小林携帯電話090-4546－3496、

メールjunko@childnet.ne.jpへ。マイクロバスをチャーター、先着20人まで。 

日 時：６月１６日（金）出発：午前１２：３０ 解散：午後５：００ 

日 程：午前１２:３０ 地平線倶楽部（小林じゅん子事務所）に集合、出発 

    午前１２:５０ 市役所西玄関（ここで乗ることも可能） 

    午後 ２:００ 長野地方裁判所到着 

    午後 ２:３０ 第１回口頭弁論、原告意見陳述 

    午後 ３:１５ 長野地裁を出発、帰路に着く 

    午後 ４:３０ 市役所西玄関 

    午後 ４:５０ 地平線倶楽部  長野地裁はほんとに 

こんな感じです 


